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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づき

管理者が行う耳標の装着等の適切な実施に関する協力依頼

このことについて、平成 28 年 2 月 25 日付け 27 消安第 5751 号をもって、

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から、別添のとおり通知がありま

した。

このたびの通知は、さいたま市において、牛の管理者が、牛の耳標が脱落し

た際、誤った個体識別番号で再発行を申請したため、誤った番号の耳標が装着

された牛が出荷され、と畜場での BSE 検査を受けずに流通した事案が公表さ

れました。このため、誤った番号での耳標の再発行申請や再装着の防止及び管

理者等による適切な耳標の装着が行われるよう、牛の管理者に対する指導等の

より一層の強化について、都道府県及び地方農政局消費・安全部長等に協力を

依頼したので、本会へも管理者等に対する更なる周知徹底への協力が依頼され

たものです。

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。
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